
災害対策法制見直しの全体像

（１）大規模広域な災害に対する即応力の強化
・国・地方公共団体による積極的な情報の収集・伝達・共有の強化

・地方公共団体間における応援業務に係る都道府県・国による調整規定の新設、
対象業務の拡大

・地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための平素の備えの促進

（２）大規模広域な災害時における被災者対応の改善
・救援物資等を被災地に確実に供給する仕組みの創設

・市町村・都道府県の区域を越える被災住民の受入れ（広域避難）に関する都道
府県・国による調整規定の創設

（３）教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上
・教訓伝承の新設・防災教育強化等による防災意識向上
・地域防災計画の策定への多様な主体の参画

（４）その他
・国・地方公共団体の防災会議と災害対策本部の役割の見直し

○減災等の理念の明確化と多様な主体の参画による防災意識の向上

○自然災害による国家的な緊急事態への対応のあり方

○被災者支援の充実

○復興の枠組みの整備

○避難の概念の明確化

○その他、災害対策法制全体の見直し

・国民の権利義務に関連するもの
・費用負担も含めた国の役割のあり方 など

・右記以外で緊急に措置を要するもの
今国会に提出 次の国会以降

◇災害から生命を守るために
・物資輸送は被災地の要請がなくても送り込む「プッシュ型」の構築、
民間との連携に留意

◇被災地を支える体制づくり
・大規模災害時における都道府県や国の調整による地方公共団体間の
支援の仕組みの強化や、そのための受援計画の明確化

・都道府県が広域避難に関する指示・調整を行うことができる仕組みの確立
・市町村機能が著しく低下した場合や災害緊急事態における都道府県や国
の対応のあり方を検討

◇ニーズに応じた避難所運営
・避難所の位置付けの明確化

東日本大震災の教訓・課題を受け、行うべき防災対策の全般的見直し
※「防災対策推進検討会議」中間報告（H24.3.7決定）において今後の検討の方向性が示された主なもの。今後、最終報告（H24夏頃予定）に向けて、論点が追加される場合があり得る。

◇スピード感、安心感がある被災者支援
・体系的な被災者支援制度への見直し検討

◇復旧・復興をスムーズに成し遂げるための仕組み
・復興の枠組み検討と震災時の特別対策で有効なものは直ちに発動できる
方策の確立

◇大災害を生き抜くための日頃からの備え
・ハード・ソフトが一体となった「減災」や、「自助」「共助」等の明確化検討
・様々な組織・機会での防災教育、教訓の伝承・定着、訓練の推進

・多様な主体（国・地方・民間事業者・ボランティア・自治組織等）の連携共同
による社会の総力を挙げた対策強化
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災害対策基本法施行令の一部を改正する政令案及び 

災害対策基本法施行規則の一部を改正する府令案について 

 

平成２４年６月 

内閣府（防災） 

 

１．背 景 

 

災害対策基本法の一部を改正する法律案が、平成 24 年５月 18 日に閣議決定され、

第 180 回国会（常会）に提出されたことに伴い、新たに政令及び内閣府令に委任され

ることとなる事項を定めるため、災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 288 号）及

び災害対策基本法施行規則（昭和 37 年総理府令第 52 号）について、所要の改正を行

う必要がある。 

 

 

２．改正の概要 

 

（１）災害対策基本法施行令関係 

① 法第 86 条の４第３項の規定による都道府県知事の代行（市町村がその全部又

は大部分の事務を行うことができなくなった場合、都道府県知事は、広域一時滞

在に関する措置の全部又は一部を市町村長に代わって実施しなければならない。）

に関し必要な事項は次の通りとする。 

○ 市町村が大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときは、速

やかに代行に係る事務を市町村長に引き継がなければならない。 

○ 事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を市町村

長に通知しなければならない。 

  ② その他形式的な事項を定める。 

（２）災害対策基本法施行規則関係 

① 法第 86 条の２第４項の内閣府令で定める者（広域一時滞在に関し、協議先市

町村長は、被災住民を受け入れるべき公共施設等を決定し、その内容を内閣府令

で定める者に通知しなければならない。）は、被災住民を受け入れるべき公共施

設等を管理する者、関係指定地方行政機関、関係指定公共機関・関係指定地方公

共機関、関係公共的団体その他協議先市町村長が必要と認める者とする。 

② 法第 86 条の２第６項の内閣府令で定める者（広域一時滞在に関し、協議元市

町村長は、通知を受けたときは、その内容を公示し、内閣府令で定める者に通知

するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。）は、被災市町村にお

検討中 



いて現に被災住民を受け入れている公共施設等を管理する者、関係指定地方行政

機関、関係指定公共機関・関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元

市町村長が必要と認める者とする。 

③ 法第 86 条の３第６項の内閣府令で定める者（都道府県外広域一時滞在に関し、

都道府県外協議先市町村長は、被災住民を受け入れるべき公共施設等を決定し、

その内容を内閣府令で定める者に通知しなければならない。）は、被災住民を受

け入れるべき公共施設等を管理する者、関係指定地方行政機関、関係指定公共機

関・関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他都道府県外協議先市町村長が

必要と認める者とする。 

④ 法第86条の３第10項の内閣府令で定める者（都道府県外広域一時滞在に関し、

都道府県外協議元市町村長は、通知を受けたときは、その内容を公示し、内閣府

令で定める者に通知しなければならない。）は、被災市町村において現に被災住

民を受け入れている公共施設等を管理する者、関係指定地方行政機関、関係指定

公共機関・関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他都道府県外協議元市町

村長が必要と認める者とする。 

⑤ 法第86条の５後段の規定により読み替えて適用する法第86条の３第９項の内

閣府令で定める者（市町村長からの要求がない場合に都道府県知事が行う都道府

県外広域一時滞在の協議等に関し、協議元都道府県知事は、通知を受けたときは、

その内容を公示し、内閣府令で定める者に通知するとともに、内閣総理大臣に報

告しなければならない。）は、被災市町村の市町村長、被災市町村において現に

被災住民を受け入れている公共施設等を管理する者、関係指定地方行政機関、関

係指定公共機関・関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元都道府県

知事が必要と認める者とする。 

⑥ その他形式的な事項を定める。 

 

 

３．スケジュール 

 

公布・施行：災害対策基本法の一部を改正する法律の公布の日 




